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 令和７年度  上小川小学校学校いじめ防止基本方針    

霧島市立上小川学校 
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市のいじめ防止等に関する基本認識 

○「いじめ防止対策推進法」

（H25.9）  

○「いじめ防止等のための基

本的な方針」（H25.10） 

○「霧島市いじめ防止基本方

針」 

（H26.3） 

→各学校で「○○学校いじめ

防止基本方針」を策定 

○「いじめ防止等のための基

本的な方針」の改訂 

○「いじめの重大事態の調査

に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 」

（H29.3） 

○「鹿児島県いじめ防止基本

方針」の改定（H29.10） 

 

夢をもち 心豊かで  故郷を愛する  

上小川っ子の育成  

○いじめは、どの学校でも、ど

の子どもにも起こり得る。 

○ネット上のいじめなどで、

ますます見えにくくなってい

る。 

○まだ気付いていないいじめ

がある。 

○いじめを一件でも多く察知

･発見し、一件でも多く解決す

る。 

○いじめは人権侵害であり、

人として決して許される行為

ではない。 

  

いじめ問題への学校の目標 

・いじめを許さない学級の雰囲気を醸成する。  

・様々な悩みを抱える児童に対して教師が日常

的に支援し、心理的安定を図る。  

・隔週おきに学級の状況を伝え合い、いじめの

早期発見、早期対応に努める。  

      

 
 

 
  

 
 

 

【心の教育推進委員会（いじめ防止対策推進委員会）】 

〈内容〉・ 年間を通した取組等について検討 

     ・ 年間の活動を検証し、次年度への計画の作成 

１ 日常的な関係者の会①【校長、教頭、生徒指導主任】 

２ 日常的な関係者の会②【全職員】 

３ 事案に応じ、その他必要に応じた関係者を加えた会【管理職、生徒指導主任、学年担任等】 

４ 地域の関係者、第三者を加えた会【学校評議員、民生委員、自治会長、PTA役員等】（学期１回） 

５ 専門家等を加えた会【スクールカウンセラー・いじめ相談員等】（年１回） 
   

 
          

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ＰＴＡとの連携  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

学校の取組  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

市教委との連携 

○ 学級ＰＴＡ、ＰＴＡ総会の活用 

 ・ 学校基本方針の説明 

  （入学時、各年度の開始時） 

 

○ 学校ホームページで学校基本

方針の公開等 

○ 未然防止 

 ・ 道徳教育の充実 

 ・ 児童会・生徒会によるいじめ防止活動 

いじめを考える週間、人権集会の実施等 

 ・ 体験活動を活用した人間関係づくり 

 ・ 心の健康観察アプリの活用 

○ 早期発見 

 ・ 無記名アンケートの実施（月１回の実施） 

 ・ 個別相談、教育相談等 

○ 対応 

・ 心の教育推進委員会（毎月第１木曜） 

 ・ 被害者、加害者への適切なケア及び指導 

 ・ スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラ

ー等の活用 

○ 指導主事の派遣及び助言 

○ いじめ問題対応チームの派

遣及び助言 

○ 研修等への講師派遣 

関係機関との連携 

〇 安全パトロール隊（うぶす

な会）による見回り  

○ 警察 

○ 児童相談所 

○ 市町村の福祉部局    

            等 
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【年間計画】 

 児童生徒関係 職員関係 検証関係 

４

月 

・いじめ問題を考える週間 

・1 年生を迎える会 

・情報モラルについての指導 

・いじめアンケート 

・生徒指導部会 

・職員の生徒指導共通理解 

・生活指導強調週間 

「上小川のよい子」の活用 

・年間の活動計画の検討 

・学校基本方針 

５

月 

・運動会 

・いじめアンケート 

 

・生徒指導部会 

・学童との連携 

 

６

月 

・人権集会 

（いじめ防止標語募集等） 

・児童総会 

・「学校楽しぃーと」 

・生徒指導部会 

・幼・保・小連絡会 

・「学校楽しぃーと」の実施 

・各アンケート分析 

（児童生徒の卒業まで保管） 

７

月 

・いじめアンケート ・生徒指導部会 

・校内研修（事例研究） 

・夏休み教育相談(保護者対象) 

 

８

月 

 ・外部講師を招聘しての研修会や

講演等 

 

・学期の取組の総括及び次学

期に向けての取組確認 

９

月 

・いじめアンケート 

・いじめ問題を考える週間 

・一日遠足 

・生徒指導部会 

・生活指導強調週間 

「上小川のよい子」の活用 

 

10

月 

・「児童生徒のいじめの実態調査 

・宿泊学習 

・生徒指導部会 

・「児童生徒のいじめの実態調査」

アンケート 

 

11

月 

・いじめアンケート 

・県民週間での各学年発表会 

・芸術鑑賞会  ・修学旅行 

・生徒指導部会  

12

月 

・人権週間 

・いじめアンケート 

・生徒指導部会 ・学期の取組の総括及び次学

期に向けての取組確認 

１

月 

・教育相談 

・いじめアンケート 

・生徒指導部会 

・教育相談 

・生活指導強調週間 

「上小川のよい子」の活用  

 

２

月 

・校内人権集会 

・「学校楽しぃーと」 

・持久走大会 

・生徒指導部会 

・「学校楽しぃーと」の実施 

・各アンケート分析 

（児童生徒の卒業まで保管） 

３

月 

・お別れ遠足 

（６年生を送る会） 

・卒業式 

・生徒指導部会 

・小中連絡会の実施 

・年間の総括及び次年度に向

けての取組確認 

・教育相談のまとめ 

 


